
○
総
務
省
令
第

号

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
十
条
、
半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三

号
）
第
十
七
条
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
三
十
八
条
、
原
子
力

発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
八
号
）
第
十
条
、
地
域
経
済
牽

引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
十
六
条

及
び
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
離

島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

離
島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め

る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令



（
離
島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め

る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

離
島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定

め
る
省
令
（
平
成
五
年
自
治
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条

法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、

第
二
条

法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
場
合

い
る
場
合

イ

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
（
そ
の
日
が
平
成
五
年
四
月
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、

イ

法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
（
そ
の
日
が
平
成
五
年
四
月
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、

同
日
。
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
四
条
第
一
項

同
日
。
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
租
税
特
別
措
置
法

に
規
定
す
る
離
島
振
興
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
産
業
の
振
興
を
促
進
す
る

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
三
号
又
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表

区
域
（
以
下
「
産
業
振
興
促
進
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
、
当
該
離
島
振
興
計
画
に
お
い
て
振
興

の
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備
（
法
第
二
十
条
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
一
の
生
産
等
設

す
べ
き
業
種
の
用
に
供
す
る
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項

備
（
ガ
ス
の
製
造
又
は
発
電
に
係
る
設
備
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る

の
表
の
第
三
号
又
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
設
備
（
同
法
第
十
二

事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
取
得
価
額
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）

条
第
四
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
又
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区
内
に

に
限
る
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

お
い
て
営
む
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
を
除
く
。
）
（
法
第
二
十
条
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る

て
、
当
該
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業

一
の
生
産
等
設
備
（
ガ
ス
の
製
造
又
は
発
電
に
係
る
設
備
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額

年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事

が
次
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
取
得
価
額
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設

業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対

備
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い

し
て
課
す
る
事
業
税

う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す

る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お

い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計

算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

［
⑴
・
⑵

略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

ロ

産
業
振
興
促
進
区
域
内
に
お
い
て
、
畜
産
業
、
水
産
業
又
は
薪
炭
製
造
業
を
行
う
個
人
で
そ
の
者
又
は

ロ

畜
産
業
、
水
産
業
又
は
薪
炭
製
造
業
を
行
う
個
人
で
そ
の
者
又
は
そ
の
同
居
の
親
族
の
労
力
に
よ
っ
て

そ
の
同
居
の
親
族
の
労
力
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
行
っ
た
日
数
の
合
計
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
当
該
年

こ
れ
ら
の
事
業
を
行
っ
た
日
数
の
合
計
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
当
該
年
に
お
け
る
延
べ
労
働
日
数
の
三
分
の

に
お
け
る
延
べ
労
働
日
数
の
三
分
の
一
を
超
え
、
か
つ
、
二
分
の
一
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
公
示

一
を
超
え
、
か
つ
、
二
分
の
一
以
下
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
公
示
日
の
属
す
る
年
以
後
の
各
年
の
そ
の

日
の
属
す
る
年
以
後
の
各
年
の
そ
の
者
の
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

者
の
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
半
島
振
興
法
第
十
七
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改

正
）

第
二
条

半
島
振
興
法
第
十
七
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
平

成
七
年
自
治
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条

半
島
振
興
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

第
一
条

半
島
振
興
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
九
条
の
二

一

事
業
税

法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
九
条
の
二

第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
計
画
期
間
（
以
下
「
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十

第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
計
画
期
間
（
以
下
「
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
（
当
該
計
画
期
間
の
末
日
が
同
月
三
十
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
と
し
、
同

一
日
ま
で
の
間
（
当
該
計
画
期
間
の
末
日
が
同
月
三
十
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
と
し
、
同

日
前
に
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
区
に
該
当
し
な

日
前
に
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地
区
に
該
当
し
な

い
こ
と
と
な
っ
た
地
区
に
つ
い
て
は
当
該
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
ま
で

い
こ
と
と
な
っ
た
地
区
に
つ
い
て
は
当
該
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
ま
で

の
期
間
と
し
、
同
月
三
十
一
日
前
に
法
第
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画

の
期
間
と
し
、
同
月
三
十
一
日
前
に
法
第
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画

に
係
る
法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の

に
係
る
法
第
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の

取
り
消
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
）
に
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

取
り
消
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
）
に
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
第

第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
二
号
又
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
第

十
七
条
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備
（
同
法
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
又

十
七
条
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
事

は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区
内
に
お
い
て
営
む
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る

業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
取
得
価
額
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新

施
設
又
は
設
備
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ

設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
の
所
在

れ
次
に
定
め
る
取
得
価
額
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者

す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各

（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該

事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る

設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又

も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て

は
収
入
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち

不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
場
合

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ

れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適

用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

第
一
条

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

一

事
業
税

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
場
合

い
る
場
合

イ

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
十
一
条
第
二
項
第
四

イ

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
十
一
条
第
二
項
第
四

号
に
掲
げ
る
計
画
期
間
（
以
下
「
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
の
初
日
（
そ
の
日
が
平
成
二
十
七
年
四
月
一

号
に
掲
げ
る
計
画
期
間
（
以
下
「
計
画
期
間
」
と
い
う
。
）
の
初
日
（
そ
の
日
が
平
成
二
十
七
年
四
月
一

日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
計
画

日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
計
画

期
間
の
末
日
が
同
月
三
十
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
と
し
、
同
日
前
に
法
第
十
六
条
第
一

期
間
の
末
日
が
同
月
三
十
一
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
と
し
、
同
日
前
に
法
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
取
り

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
産
業
振
興
促
進
計
画
に
係
る
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を
取
り

消
さ
れ
た
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
）
に
、

消
さ
れ
た
場
合
に
は
当
該
計
画
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の
取
り
消
さ
れ
た
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。
）
に
、

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
四
号
又
は
第
四
十

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
四
号
又
は
第
四
十

五
条
第
三
項
の
表
の
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
第
三
十
八
条
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る

五
条
第
三
項
の
表
の
第
四
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
第
三
十
八
条
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る

事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備
（
同
法
第
十
二
条
第
四
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
又
は
第
四
十
五
条

事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設
備
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応

第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
区
内
に
お
い
て
営
む
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設

じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
取
得
価
額
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は

備
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

増
設
し
た
者
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
鹿
児
島
県
が
、
当
該
設
備
を

め
る
取
得
価
額
の
も
の
（
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下

事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収

「
特
別
償
却
設
備
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
鹿
児
島
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た

入
金
額
（
鹿
児
島
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設

日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
又
は
収
入
金
額
（
鹿
児
島
県

備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し

て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税

［
⑴
・
⑵

略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が

適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措

置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
に

第
一
条

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
の
振
興
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場

合
と
す
る
。

合
と
す
る
。

一

事
業
税

法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
七
年

一

事
業
税

法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
製
造
の
事
業
、
道
路
貨
物
運
送
業
、
倉
庫
業
、
こ
ん
包
業
又
は
卸
売
業
（
次

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
製
造
の
事
業
、
道
路
貨
物
運
送
業
、
倉
庫
業
、
こ
ん
包
業
又
は
卸
売
業
（
次

条
第
一
項
に
お
い
て
「
製
造
業
等
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
設
備
（
一
の
生
産
設
備
（
ガ
ス
の
製
造
又

条
第
一
項
に
お
い
て
「
製
造
業
等
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
設
備
（
一
の
生
産
設
備
（
ガ
ス
の
製
造
又

は
発
電
に
係
る
設
備
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭

は
発
電
に
係
る
設
備
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政

和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政

令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
得
価

令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
得
価

額
の
合
計
額
が
二
千
七
百
万
円
を
超
え
、
か
つ
、
道
路
貨
物
運
送
業
、
倉
庫
業
、
こ
ん
包
業
又
は
卸
売
業
の

額
の
合
計
額
が
二
千
七
百
万
円
を
超
え
、
か
つ
、
道
路
貨
物
運
送
業
、
倉
庫
業
、
こ
ん
包
業
又
は
卸
売
業
の

用
に
供
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
増
加
す
る

用
に
供
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
増
加
す
る

雇
用
者
（
日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
を
除
く
。
）
の
数
が
十
五
人
を
超
え
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
法
第

雇
用
者
（
日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
を
除
く
。
）
の
数
が
十
五
人
を
超
え
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
法
第

二
条
に
規
定
す
る
原
子
力
発
電
施
設
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
の
う
ち
に
次

二
条
に
規
定
す
る
原
子
力
発
電
施
設
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
の
う
ち
に
次

項
に
規
定
す
る
対
象
設
備
を
含
む
も
の
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
対
象
設
備
設
置
者
」
と
い

項
に
規
定
す
る
対
象
設
備
を
含
む
も
の
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
以
下
「
対
象
設
備
設
置
者
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る

う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
設
備
の
所
在
す
る
都
道
府
県
が
、
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る

年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税

年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
金
額
（
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税

の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
次
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算

の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
次
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
設
備
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算

し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
地
方
公
共
団

体
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
地
方
公

共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
）

（
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
）

第
一
条

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

第
一
条

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に

い
う
。
）
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に

係
る
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
同
意
の
日

係
る
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
同
意
の
日

（
以
下
「
同
意
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
前
三
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十

（
以
下
「
同
意
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
前
三
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法
第
十
一
条
の
規
定

五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
合
算
し
た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
（
以
下
「
財

に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
合
算
し
た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
が
〇
・
五
二

政
力
指
数
」
と
い
う
。
）
が
〇
・
五
二
に
満
た
な
い
都
道
府
県
又
は
〇
・
六
七
に
満
た
な
い
市
町
村
（
法
第
十

に
満
た
な
い
都
道
府
県
又
は
〇
・
六
七
に
満
た
な
い
市
町
村
と
す
る
。

三
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
日
が
令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
、
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
（
以
下
「
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
」

と
い
う
。
）
が
行
う
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
（
以
下
「
承
認
地
域
経
済
牽
引
事

業
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
係
る
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
措

置
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
財
政
力
指
数
が
〇
・
八
〇
に
満
た
な
い
市
町
村
）
と
す
る
。

一

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
、
次
条
に
定
め
る
対
象
施
設
を
事
業
の
用
に
供
し
た
事
業
年
度
か
ら

［
新
設
］

五
年
間
の
労
働
生
産
性
（
付
加
価
値
額
（
売
上
高
、
給
与
総
額
及
び
租
税
公
課
を
合
計
し
た
金
額
か
ら
売
上

原
価
の
額
並
び
に
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
額
を
合
計
し
た
金
額
を
減
算
し
た
金
額
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
労
働
者
数
で
除
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
伸
び
率
の
年
平
均
が
百
分
の
四
以
上
と
な

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

二

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
、
次
条
に
定
め
る
対
象
施
設
を
事
業
の
用
に
供
し
た
事
業
年
度
の
翌

事
業
年
度
か
ら
五
年
間
の
投
資
収
益
率
（
営
業
利
益
及
び
減
価
償
却
費
を
合
計
し
た
金
額
の
増
加
額
を
減
価

償
却
資
産
の
取
得
予
定
価
額
で
除
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
年
平
均
が
百
分
の
五
以
上
と
な
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

三

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
、
法
第
三
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
に
規
定
す
る
評
価
委
員
会
に
お

い
て
労
働
生
産
性
の
伸
び
率
又
は
投
資
収
益
率
が
一
定
水
準
以
上
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
観
点
か
ら
先

進
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
。

四

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
、
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
の
平
均
付
加
価
値
額
（
前
々
事
業
年

度
及
び
前
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
の
年
平
均
を
い
う
。
）
が
五
十
億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
三
億
円
以

上
の
付
加
価
値
額
を
創
出
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。

（
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
）

（
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
二
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
（
以
下
「
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に

第
二
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
（
以
下
「
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

一
の
施
設
（
一
の
家
屋
若
し
く
は
構
築
物
又
は
用
途
上
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
二
以
上
の
家
屋
若
し
く
は

一

一
の
施
設
（
一
の
家
屋
若
し
く
は
構
築
物
又
は
用
途
上
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
二
以
上
の
家
屋
若
し
く
は

構
築
物
で
あ
っ
て
一
団
の
土
地
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
構

構
築
物
で
あ
っ
て
一
団
の
土
地
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
構

築
物
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
六
条
第
一
号

築
物
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
六
条
第
一
号

及
び
第
二
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に

及
び
第
二
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に



掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
同
意
日
（
当
該
同
意
日
の
同

掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
同
意
日
（
当
該
同
意
日
の
同

意
が
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
以
後
に
取
得
し
た
土
地
で

意
が
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
以
後
に
取
得
し
た
土
地
で

あ
っ
て
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
又
は
構

あ
っ
て
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
又
は
構

築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
一
億
円

築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
一
億
円

（
農
林
漁
業
及
び
そ
の
関
連
業
種
（
製
造
業
の
う
ち
食
料
品
製
造
業
、
飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業
、
木

（
農
林
漁
業
及
び
そ
の
関
連
業
種
（
製
造
業
の
う
ち
食
料
品
製
造
業
、
飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業
、
木

材
・
木
製
品
製
造
業
、
家
具
・
装
備
品
製
造
業
、
パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品

材
・
木
製
品
製
造
業
、
家
具
・
装
備
品
製
造
業
、
パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品

製
造
業
及
び
ゴ
ム
製
品
製
造
業
並
び
に
卸
売
業
の
う
ち
各
種
商
品
卸
売
業
、
飲
食
料
品
卸
売
業
、
木
材
・
竹

製
造
業
及
び
ゴ
ム
製
品
製
造
業
並
び
に
卸
売
業
の
う
ち
各
種
商
品
卸
売
業
、
飲
食
料
品
卸
売
業
、
木
材
・
竹

材
卸
売
業
、
農
業
用
機
械
器
具
卸
売
業
及
び
家
具
・
建
具
卸
売
業
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

材
卸
売
業
、
農
業
用
機
械
器
具
卸
売
業
及
び
家
具
・
建
具
卸
売
業
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

五
千
万
円
）
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
千
万
円
）
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
二

略
］

［
二

同
上
］

（
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
ご
と
に
、
そ
れ

第
三
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
ご
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

不
動
産
取
得
税

同
意
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
対
象
施
設
を
設
置
し
た
者
（
以
下
「
施

一

不
動
産
取
得
税

同
意
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
対
象
施
設
を
設
置
し
た
者
（
以
下
「
施

設
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
部

設
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
部

分
に
限
る
も
の
と
し
、
事
務
所
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
（
同
意
日

分
に
限
る
も
の
と
し
、
事
務
所
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
（
同
意
日

以
後
の
取
得
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以

以
後
の
取
得
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以

内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
限

内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
限

る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

場
合

場
合

［
二

略
］

［
二

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ

れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適

用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

第
一
条

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一

事
業
税

法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
復
興
推
進
計
画
の
認
定
の
日
（
以
下
「
認
定
日
」
と
い

一

事
業
税

法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
復
興
推
進
計
画
の
認
定
の
日
（
以
下
「
認
定
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

う
。
）
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
、
第
十
条
の
五
第
一

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
、
第
十
条
の
五
第
一

項
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

項
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
第
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
二
第
一

る
施
設
又
は
設
備
（
以
下
「
対
象
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
当
該
事
業
を
実

項
、
第
二
十
五
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備

施
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
で
法
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指

（
以
下
「
対
象
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
当
該
事
業
を
実
施
す
る
個
人
事
業

定
事
業
者
又
は
法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
認
定
日
か
ら
令
和

者
又
は
法
人
で
法
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
又
は
法

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
指
定
事
業
者
又
は
指
定
法
人
と
し
て
指
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。

第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
認
定
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一

以
下
「
指
定
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
対
象
施
設
等
の
所
在
す
る
道
県
が
、
当
該
対
象
施

日
ま
で
の
間
に
当
該
指
定
事
業
者
又
は
指
定
法
人
と
し
て
指
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
指
定
事
業

設
等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収

者
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
対
象
施
設
等
の
所
在
す
る
道
県
が
、
当
該
対
象
施
設
等
を
事
業
の
用

入
金
額
（
当
該
道
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
対
象

に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金
額
（
当
該
道

施
設
等
に
係
る
も
の
と
し
て
次
条
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は

県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
対
象
施
設
等
に
係
る
も

不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

の
と
し
て
次
条
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
離
島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め

る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
離
島
振
興
法
第
二
十
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴

う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増

設
さ
れ
た
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
半
島
振
興
法
第
十
七
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部

改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
半
島
振
興
法
第
十
七
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用

さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
又
は
設

備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用



さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
第
三
十
八
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除

又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設

さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
施
設

又
は
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
地
方
公
共

団
体
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に

関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め

る
省
令
第
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ

れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除

又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設

さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
施
設



又
は
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


